
 

 

中小企業基盤整備機構随意契約見積心得 

 

 （見積等） 

第１ 見積りをしようとする者（以下「見積人」という。）は、仕様書、図面、契約書

案及び現場説明書等を熟覧のうえ見積りして下さい。この場合において、仕様書、図

面及び契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができま

す。 

２ 見積書は、別紙１の書式により作成し、封かんのうえ、見積人の氏名を表記し、見

積依頼書で指定した日時までに提出して下さい。 

３ 見積人は、代理人名により見積させるときは、その委任状を持参させて下さい。 

４ 見積人又は見積人の代理人は、該当見積りに係る他の見積人の代理を立てることは

できません。 

 （見積書） 

第２ 見積書には、見積件名、見積金額、見積年月日並びに見積人の住所及び氏名（法

人の場合は、その名称及び代表者の氏名）を記載し、見積人の印（法人の場合は、社

印及び代表者の印）を押印して下さい。代理人による場合は、被代理人の住所、氏名

及び代理人である旨を記載し、代理人が記名押印して下さい。 

 （無効の見積） 

第３ 次の各号の一に該当する見積りは、無効とします。 

 一 見積金額を記載していない見積り又は見積金額を訂正した見積り 

 二 記名又は押印のいずれかを欠く見積り 

 三 誤字または脱字等により意思表示が不明瞭な見積り 

 四 委任状を見積前までに提出していない代理人の見積り 

 五 再度の見積りにおいて、前回の最低見積金額と同額又はこれを超える金額をもっ

てした見積り 

 六 その他見積に関する条件に違反した見積り 

 （契約の相手方の決定） 

第４ 有効な見積りをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積りを

した者を契約の相手方とします。 

 （再度の見積） 

第５ 予定価格の制限に達した価格の見積りがないときは、直ちに再度の見積りを行い

ます。 

 （同価格の見積者が２人以上ある場合の落札者の決定） 

第６ 契約の相手方となるべき同価格の見積りをした者が２人以上あるときは、直ちに

当該見積りをした者にくじを引かせて契約の相手方を決定します。 

２ 前項の場合において、当該見積りをした者のうちくじを引かない者があるときは、

これに代わって当該見積りに関係ない職員にくじを引かせます。 

 （仕様書および図面等の返還） 

第７ 契約の相手方が決定したときは、契約の相手方以外の者は、貸与した仕様書及び

図面等を直ちに返還して下さい。 

 （契約書等の提出） 

第８ 契約書を作成する場合において、契約の相手方は、交付された契約書の案に記名

押印し、契約の相手方として決定した日から７日以内にこれを提出して下さい。ただ

し、書面による承諾を得て、この期間を延長することができます。 

２ 契約の相手方が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、契約の相

手方としての資格を失います。 

３ 契約書の作成を要しない場合においては、契約の相手方は、契約決定後、速やかに

請書その他これに準ずる書面を提出して下さい。ただし、その必要がないと認めて提

示したときは、この限りではありません。 

 （契約保証金等） 

第９ 契約の相手方は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の 100 分の 10 以上の契約

保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供して下さい。ただし、契約保
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証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りではありません。 

２ 契約の相手方は、第 1 項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、

あらかじめ、現金を○○銀行○○支店に振り込み、保証金振込書及び保証金提出書を

中小企業基盤整備機構に提出して下さい。 

３ 契約の相手方は、第 1 項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合

において、当該担保が金融機関等の保証である場合は、当該保証を証する書面を中小

企業基盤整備機構に提出して下さい。 

 （異議の申し立て） 

第１０ 見積りをした者は、見積後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場説明

書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできません。 
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別紙１ 

 

 

見   積   書 
       
 
 

金                         円也 

  
  
（見積件名） 
 
 
  中小企業基盤整備機構随意契約見積心得及び現場（条件）説明書等を承諾の上、見

積りします。 
        
 
 

  年  月  日 
                 
 
 

     住 所 

                     氏 名                           印 

 
 
 
独立行政法人中小企業基盤整備機構 

      
契約担当役                        殿 

   （分任契約担当役       ）  
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（参考） 
 

委   任   状  
 
 
 

 私は、    を代理人と定め、独立行政法人中小企業基盤整備機構の発注する（見

積件名）に関し、下記の権限を委任します。 
 
 

記  
 

 
 
 
     １．見積りに関する一切の件 

     ２、請負契約の締結に関する一切の件 

       ３．その他、委任事項を記入する。  
 
 

代 理 人

使用印鑑

 

      
 

     年  月  日 

 

 

                      委任者 住 所 

                          氏 名       印 

 
 
    独立行政法人中小企業基盤整備機構 
       

契約担当役          殿 

    （分任担当役        ）  

 

 

  （注）委任事項は、明確に記載すること。 

 

 

 

 

 


